
 

社会福祉法人さつき会 

 

           のご案内（重要事項説明） 

0438-63-1682 

ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

＜居宅介護支援（ケアマネジメント）とは＞ 

・介護支援専門員（ケアマネジャー）による居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

・居宅サービス計画の実施状況や利用者の状況変化の確認と評価 

・居宅サービス計画の変更や、関係機関との連絡調整 

・サービス利用に関する情報提供や紹介などをいたします 

＜運営の方針＞ 

１． 事業所は、ご利用者が要介護状態になった場合においても可能な限り在宅においてその有す 

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努めます。 

 

２． ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者自らの選択に基づき適 

  切な保健医療サービス及び福祉サービスが、施設等の多様なサービスや事業者の連携を得 

て、総合的かつ効果的に介護計画が提供されるよう配慮して行います。 

又、地域共生の観点から障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進し、特定相 

談支援事業者との連携に努めます。 

 

３． ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場にたってご利用者に提供されるサー 

  ビス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立なケアマ 

 ネジメントの確保として、ご利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について複 

数の事業所の紹介を求める事や、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が 

可能であること等説明を行います。また ケアマネジメントの公平中立性の確保を図る観点か 

ら、前 6 か月前に当事業所の作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型 

通所介護、福祉用具貸与の利用割合を別紙のとおり説明をさせて頂きます。 

 

４．地域包括ケアシステムの深化・推進の観点から医療と介護の連携を強化する為にご利用者 

が医療系サービスを希望している場合等は、同意を得て意見を求めた主治の医師に対して 

ケアプランを交付いたします。又、事業所から伝達された状況やケアマネジャー自身が把握し 

た状態等について、主治の医師、歯科医師、薬剤師等に必要な情報伝達を行います。 

※入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提供して頂けますようご依 

頼いたします。 

 



                                ＜令和 ７ 年 ７ 月 1 日＞ 

＜事業者について＞ 

名 称 

社会福祉法人さつき会 

カトレアンホーム・菜の花苑 

居宅介護支援事業所 

指 定 

番 号 
千葉県知事指定第１２７３４０００３４号 

住 所 〒２９９－０２４３ 袖ケ浦市蔵波２７１３－１ 

電 話 ０４３８－６３－１６８２ F A X ０４３８－６３－２１６１ 

営 業 日 

営業時間 

 

月曜日から土曜日 （日曜日・１２月３１日～１月３日は休業） 

午前８：３０～午後５：３０まで 

※ 上記の営業日・営業時間のほか、電話等により 

２４時間常時連絡可能な体制となっております。 

通常の 

事業地域 
              木更津市、袖ケ浦市、市原市 

              

＜職員体制＞  

 職員数       備考 

管理者（主任介護支援専門員） 常勤 1 名（兼務可）  

介護支援専門員 常勤 1 名以上  
介護保険法に定められた人員配置基

準を遵守 

 

 

＜法人の紹介＞ 

社会福祉法人さつき会  理事長  矢田高裕 

・施設サービス事業 

特別養護老人ホーム つつじ苑 富津市上飯野１４２６番地の３ ０４３９－８７－６１０１ 

特別養護老人ホーム 袖ケ浦菜の花苑 袖ケ浦市神納４１８１番地の２０ ０４３８－６２－６１５１ 

介護老人保健施設 カトレアンホーム 袖ケ浦市蔵波２７１３番１ ０４３８－６３－１０２１ 

 

・在宅サービス事業 

在宅介護支援センター 居宅介護支援事業 通所サービス事業 

短期入所事業 訪問介護事業  
 



＜担当の介護
ケ ア

支援
マ ネ

専門員
ジ ャ ー

＞                        

            氏 名                                 

＜利用料＞ 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 

 

  （１） 介護保険制度から給付される利用料（居宅支援費）          （月額） 

要介護１・２ １０，８６０円  要介護３・４・５ １４，１１０円 

         ※居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員がご利用者の退院時等にケアマネジ 

          メント業務を行ったもののご利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、サ

ービス担当者会議等の必要なケアマネジメント業務等が行われ、介護保険サービスが

提供されたものと同様に取り扱うことが適当と認められる場合は居宅支援の基本報酬の

算定をさせていただきます。 

               特定事業所加算（Ⅰ） 利用者 1 名につき  ５，１９０円 

特定事業所加算（Ⅱ） 利用者 1 名につき  ４，２１０円 

特定事業所加算（Ⅲ） 利用者 1 名につき  ３，２３０円 

特定事業所加算（Ａ） 利用者 1 名につき  １，１４０円 

・基準を満たすことで算定 

介護保険制度から給付される加算料（該当する方のみ）  

初回加算          ３，０００円  ターミナルケアマネジメント加算  ４，０００円 

              入院時情報連携加算Ⅰ ２，５００円  入院時情報連携加算Ⅱ     ２，０００円 

              退院・退所加算（カンファレンス参加 無）    ４，５００円 

              退院・退所加算（カンファレンス参加 有）    ６，０００円 

              通院時情報連携加算  ５００円     特定事業所医療介護連携加算１，２５０円 

その他の各種加算は、介護保険法に定められた基準額を遵守 

        ※上記合計金額に地域単価１．０７０を乗じた額が月の利用料となります。 

※保険料の延滞等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、 

１ヶ月につき上記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたしま

す。このサービス提供証明書を後日市の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。 

        ※上記の料金は介護保険法令等関係諸法令により変動する場合があります。 

 

（２）  交通費 

  通常の事業地域の方は、交通費のご負担はありません。 

  それ以外の地域の方の場合は、お伺いするのに必要な交通費の実費をいただきます。 

※通常の事業地域以外から片道１ｋｍ １００円、１ｋｍ増すごとに５０円、上限１５００円 

（３）  解約について 

・当事業所の適切な運営を妨げる行為及び社会通念を逸脱する行為（ハラスメント行為）

により、事業所と利用者（家族）が健全な信頼関係を築くことができないと判断された場合

は、契約を解除させていただくことがあります。 

・契約後、居宅サービス計画の作成段階中で解約した場合、実費を申し受けることがあり

ます。 

・保険者（区市町村）への居宅サービス計画届出が終了後に解約した場合、料金は一切

かかりません。 



 ＜相談・苦情の窓口＞ 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

     ○苦情受付窓口 （担当者）   介護支援専門員  西山 朋子 

     ○受付時間    毎週月曜日～土曜日    午前８時３０分～午後５時３０分 

     〇電話番号     ０４３８－６３－１６８２ 

さつき会ご利用者相談窓口（袖ヶ浦菜の花苑内） ０４３８－６２－７７４０ 

袖ケ浦市役所 介護保険課 ０４３８－６２－３１５８ 

千葉県運営適正化委員会 ０４３－２４６－０２９４ 

千葉県国民健康保険団体連合会 ０４３－２５４－７４２８ 

＜居宅支援提供にともなう事故対応＞ 

利用者に対する居宅支援提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の 

生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、必要な賠償を行います。但し利用者側に故意 

または過失ある場合には、事業者の損害賠償責任が免除または軽減される場合があります。 

＜虐待防止に関する事項＞   

高齢者の人権の擁護・虐待の防止等のため必要な措置を講じさせて頂きます。 

     事業者は、サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか 

に市町村等へ通報する義務を有しております。   

  ○虐待防止に関する責任者   介護支援専門員  西山 朋子 

＜緊急時の対応＞ 

     利用者の病状の急変、その他の緊急事態が確認された時は、家族へ連絡の上、適切な対 

応を講じ、必要に応じて主治医または医療機関に連絡を取る等の対応をさせて頂きます。 

家族への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じさせて頂きます。 

  ＜感染症の予防及びまん延防止のための措置＞ 

     感染症の発生や拡大を防止するための委員会の開催、指針の整備、従業員に対する研修の 

     実施を行ないます。 

  ＜業務継続計画の策定＞ 

     感染症や災害発生時においても、業務を継続、又は早期に業務再開するための計画を策定し 

     必要な研修及び訓練等の実施に取り組みます。 

                                                    年   月   日 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面  

に基づいて重要な事項を説明しました。 

 事業者 

所在地   袖ヶ浦市蔵波２７１３－１ 

名  称    社会福祉法人さつき会 

                              カトレアンホーム・菜の花苑居宅介護支援事業所  印 

 

            説明者   氏 名                           印 

 私は、契約書および本書面により、事業者から居宅介護支援についての 

     重要事項の説明を受け同意しました。 

 

             利用者    氏 名                           印 

 

                (代理人)  氏 名                           印 続柄（      ） 

 



 


